
　

公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
に
接
続

す
る
場
合
は
、
必
ず
田
原
市
排
水
設
備
指

定
工
事
店
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

新
規
追
加
指
定
工
事
店

・
金
子
総
業
㈱

☎（
０
５
３
２
）52
局
１
１
４
６

・
㈲
山
口
住
宅
設
備

☎（
０
５
３
３
）86
局
３
６
７
６

▼
下
水
道
課
（
田
原
市
水
道
事
務
所
内
）

☎
23
局
３
５
２
５　

22
局
３
１
８
４

▼
下
水
道
課
（
渥
美
支
所
内
）

☎
33
局
１
１
１
３　

32
局
２
５
０
６

　

水
道
工
事
（
新
設
・
改
造
・
撤
去
・
修

繕
な
ど
）
を
す
る
場
合
は
、
必
ず
田
原
市

水
道
事
業
指
定
給
水
装
置
工
事
店
へ
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

新
規
追
加
指
定
工
事
店

・
金
子
総
業
㈱

☎（
０
５
３
２
）52
局
１
１
４
６　

・
㈲
山
口
住
宅
設
備

☎（
０
５
３
３
）86
局
３
６
７
６

▼
水
道
課
（
田
原
市
水
道
事
務
所
内
）

☎
23
局
３
５
３
２　

22
局
３
１
８
４

　

保
護
者
の
仕
事
や
病
気
な
ど
の
理
由
に

よ
り
、
平
成
19
年
４
月
か
ら
お
子
さ
ん
の

保
育
園
へ
の
入
園
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

申
し
込
み
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

　

当
日
都
合
の
悪
い
方
は
、
事
前
に
希
望

す
る
保
育
園
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
用
紙

・
９
月
25
日
（
月
）
か
ら
各
保
育
園
、
児

童
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）
に

て
交
付
し
ま
す
。

■
注
意
事
項

・
受
付
時
に
お
子
さ
ん
を
連
れ
て
き
て
く

だ
さ
い
。

・
平
成
19
年
度
の
途
中
か
ら
入
園
を
希
望

し
て
い
る
方
も
、
今
回
の
受
付
時
に

申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
乳
児
保
育
と
長
時
間
保
育
の
詳
し
い
内

容
は
、
申
請
書
交
付
の
際
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
平
成
18
年
１
月
２
日
以
降
に
田
原
市
へ

転
入
し
て
き
た
方
は
、
以
前
住
ん
で

い
た
市
町
村
の
平
成
18
年
度
分
の
市

町
村
民
税
と
固
定
資
産
税
が
分
か
る

書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。（
保
育

料
算
定
の
資
料
と
し
ま
す
。）

・（
仮
称
）
伊
良
湖
岬
保
育
園
の
受
付
は
、

堀
切
保
育
園
お
よ
び
和
地
保
育
園
で

行
い
ま
す
。

▼
児
童
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
23
局
３
５
１
３　

23
局
３
５
４
５

表
浜
海
岸
で
の
注
意
事
項

■
車
両
の
乗
り
入
れ
規
制

　

渥
美
半
島
の
表
浜
一
帯
は
、
車
両
な

ど
の
乗
り
入
れ
が
法
律
的
に
規
制
さ
れ

て
い
ま
す
。
違
反
す
る
と
、
６
か
月
以

下
の
懲
役
ま
た
は
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま

す
。
ウ
ミ
ガ
メ
や
海
浜
植
物
を
守
る
た

め
、
海
岸
へ
車
な
ど
で
乗
り
入
れ
る
の

は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

■
自
然
公
園
法

　

地
引
網
や
清
掃
活
動
を
行
う
予
定
が

あ
る
方
は
、
自
然
公
園
法
の
許
可
（
許

可
を
得
る
の
に
１
か
月
ほ
ど
か
か
り
ま

す
）
を
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
早
め
に
市
役
所
環
境
衛
生
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
環
境
衛
生
課

☎
23
局
３
５
４
１　

23
局
０
１
８
０

平
成
19
年
度
保
育
園

新
規
入
園
案
内

排
水
設
備
指
定
工
事
店
の

新
規
追
加

水
道
事
業
指
定
給
水
装
置

工
事
店
の
新
規
追
加

受付場所 受付日 受付時間
第 一 保 育 園 10月16日（月）   9:00～ 12:00

野 田 保 育 園 10月16日（月） 13:00～ 16:00

六 連 保 育 園 10月17日（火）   9:00～ 12:00

東 部 保 育 園 10月17日（火） 13:00～ 16:00

南 部 保 育 園 10月18日（水）   9:00～ 12:00

大 草 保 育 園 10月18日（水） 13:00～ 16:00

加 治 保 育 園 10月19日（木）   9:00～ 12:00

中 部 保 育 園 10月19日（木） 13:00～ 16:00

北 部 保 育 園 10月20日（金）   9:00～ 12:00

山 北 保 育 園 10月20日（金） 13:00～ 16:00

神 戸 保 育 園 10月23日（月）   9:00～ 12:00

漆 田 保 育 園 10月23日（月） 13:00～ 16:00

高 松 保 育 園 10月24日（火）   9:00～ 12:00

赤羽根保育園 10月24日（火） 13:00～ 16:00

若 戸 保 育 園 10月25日（水）   9:00～ 12:00

泉 保 育 園 10月25日（水） 13:00～ 16:00

清 田 保 育 園 10月26日（木）   9:00～ 12:00

福 江 保 育 園 10月26日（木） 13:00～ 16:00

中 山 保 育 園 10月27日（金）   9:00～ 12:00

小中山保育園 10月27日（金） 13:00～ 16:00

堀 切 保 育 園 10月30日（月）   9:00～ 12:00

和 地 保 育 園 10月30日（月） 13:00～ 16:00

■申し込み受付け日程表

│ 15 │　　　　　　　　　　平成18年８月1日


